
平成 16 年 12 月 22 日 

 

証券会員制法人 札幌証券取引所による 

パブリックコメント（意見提出手続）実施について 

 

本所は、会社情報等に対する信頼向上のための上場制度の見直しを行います。 

概要は次のとおりです。 

 

「会社情報等に対する信頼向上のための上場制度の見直しについて」（別紙参照） 

 

ご意見等は、住所・氏名・会社名等ご連絡先を明記の上、下記要領にて平成 17 年

１月５日（水）までに提出して下さい。 

公表資料は、本所ホームページ（http://www.tokeidai.co.jp/sse/）において掲載し

ているほか、下記意見提出先においても配布しております。 

 

記 

 

１．意見提出期限 

平成 17 年１月５日（水） 

２．提出方法 

郵送、ファクシミリ 

３．宛 先 

住 所：〒060-0061 札幌市中央区南１条西５丁目 14 番地の１ 

 証券会員制法人 札 幌 証 券 取 引 所 総 務 部 

ＦＡＸ：０１１－２５１－０８４０ 

４．意見等処理方法 

平成 17 年１月５日（水）以降、ホームページに掲載いたします。 

 

以 上 

 

 



１ 

会社情報等に対する信頼向上のための上場制度の見直しについて 

平 成 １ ６ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日 

証券会員制法人 札幌証券取引所 

 

Ⅰ．趣 旨 

重要な会社情報の適時適切な開示は、上場有価証券の公正な価格形成及び円滑な流通を確保するうえで不可欠であり、投資者の証券市場に

対する信頼の根幹を成すものです。しかしながら、先般来、会社情報の開示が適切に行われず、多くの投資者の信頼を損なうような事例が相

次いで判明し、上場会社並びに証券市場に寄せられる社会的な信頼の失墜を招きかねない事態が生じています。 

そこで、上場会社が投資者への適時適切な会社情報の開示に真摯な姿勢で取り組む旨を宣誓する規定を設けるほか、現行、上場した時期に

よってその親会社等（非上場）に関する情報開示に差が生じる制度となっている点を見直すなど、市場に対する投資者の信頼の維持・向上を

図る観点から、上場管理制度全般にわたり、見直しを行うこととします。 

 

Ⅱ．概 要 

項   目 内      容 備    考 

 

１．開示書類等の信頼向上 

①上場会社の誠実な業

務遂行に関する基本

理念 

 

 

 

 

 

・ 本所の規則において、「上場会社は、投資者への適時適切な会

社情報の開示が健全な証券市場の根幹を成すものであることを

十分に認識し、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な

会社情報の開示を徹底するなど、誠実な業務遂行に努めなければ

ならない」旨を定めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②適時適切な情報開示

に関する宣誓 

・ 上場会社は、会社情報の投資者への適時適切な提供等について

真摯な姿勢で臨む旨を宣誓するものとします。 

・ 具体的には、代表取締役若しくは代表執

行役が異動したとき又は前回の宣誓から５ 



２ 

  年間経過した際に宣誓書を提出するものと

します。 

・ 宣誓事項について重大な違反を行った場

合には、上場契約違反等に係る上場廃止基

準の対象となります。 

 

③有価証券報告書等の

適正性に関する確認

書 

・ 上場会社に対し「有価証券報告書等（有価証券報告書及び半期

報告書をいう。）の記載内容の適正性に関する確認書」の提出を

求めることとします。 

・ 「有価証券報告書等の記載内容の適正性

に関する確認書」とは、有価証券報告書等

の提出者の代表者が、その提出時点におい

て、当該有価証券報告書等の内容に不実の

記載がないと認識している旨を記載した書

面をいうものとします。ただし、証券取引

法上の有価証券報告書等の任意添付書類

（企業内容等の開示に関する内閣府令１７

条１項１号へ等）を添付している場合には、

当該書類の写しによることができるものと

します。 

・ 当該確認書を提出したにもかかわらず、

有価証券報告書等に虚偽の記載が認められ

た場合には、後述４．において見直すこと

としている虚偽記載に係る上場廃止基準の

対象となります。 

・ 改正規則の施行日以後に終了する事業年

度から適用します。 

 



３ 

④公認会計士等 ・ 上場会社の財務諸表等の監査証明を行う者が監査法人でない場

合は、２人以上の公認会計士による監査証明を求めることとしま

す。 

・ 本所の現行規則では、新規上場申請者に

関しては同様の規定が設けられています

が、上場会社についてはこのような規定が

なく、公認会計士１人による監査証明も可

能となっています。 

・ 監査法人若しくは２人以上の公認会計士

による監査報告書又は中間監査報告書を添

付した有価証券報告書又は半期報告書が内

閣総理大臣等に提出されなかった場合は上

場廃止の対象となります。 

・ 会計監査人の選任には株主総会の承認が

必要となることを踏まえ、所要の経過措置

を設けます。 

 

２．親会社等の会社情報の

適時開示ルール等の見

直し 

・ 現行制度においては、平成７年以前に上場した会社は親会社等

の会社情報の適時開示を任意で行うこととしていますが、すべて

の上場会社にこれを求めることとします。 

 

 ・ アンビシャス上場会社について、現行は持株比率が５０％超の

親会社のみが開示義務の対象となっていますが、既存市場上場会

社と同様、持株比率が５０％以下の親会社及び当該アンビシャス

上場会社を関連会社とする会社の情報についても開示を求める

こととします。 

・ アンビシャスの上場審査において審査対

象となる親会社の範囲についても原則とし

て同様とします。 

 ・ なお、親会社等との事実上の関連が希薄であり、かつ、上場会

社が親会社等との情報を把握することが困難であると本所が認

める場合は開示対象から除くこととします。（既存市場及びアン 

 



４ 

 ビシャス上場会社について同様とします。） 

・ 親会社等を有する上場会社は、決算内容の開示を行う際に、親

会社等との関係に係る情報を開示することとします。 

 

・ 具体的には、親会社等の持株比率及び当

該親会社等との取引の開示を適時開示規則

において求めることとします。 

 

３．少数特定者持株数に係

る基準 

・ 少数特定者持株数に係る上場廃止基準においては、当分の間、

これらの基準を緩和することとしていますが、この取扱いを廃止

することとします。 

・ これにより、少数特定者持株数に係る上場廃止基準の具体的な

水準は次のとおりとなります。 

・ 上場株式数の８０％を超えている場合において１年以内に

８０％以下とならない場合 

・ 上場会社への影響を踏まえ、実施時期に

ついて以下の経過措置を設けることとし

ます。 

改正規則の施行日以後最初に開始する事業

年度の翌事業年度の末日時点で該当する会社

から適用します。（３月決算会社の場合、１８

年３月末に猶予期間に入り、１９年３月末ま

でに改善されない場合に上場廃止） 

 

４．財務諸表等の虚偽記載

に係る基準の見直し 

・ 財務諸表等（財務諸表、連結財務諸表、中間財務諸表及び中間

連結財務諸表をいう。）の虚偽記載に係る上場廃止基準において、

現行では、財務諸表等に「虚偽記載」を行った場合のみを対象と

していますが、有価証券報告書等（有価証券報告書、半期報告書、

有価証券届出書、発行登録書、発行登録追補書類及びこれらの添

付・参照書類をいう。）のうち財務諸表等以外の部分に「虚偽記

載」を行った場合にも上場廃止の対象とすることとします。 

・ 「虚偽記載」とは、有価証券報告書等に

ついて、①内閣総理大臣から訂正命令を受

けた場合、②内閣総理大臣等若しくは証券

取引等監視委員会により告発が行われた場

合、又は③訂正報告書等を提出した場合で

あって、訂正内容が重要である場合をいう

ものとします。 

・ 上場審査基準においても同様の手当てを

行います。 

５．株式事務代行機関の設

置 

・ 株式事務を代行機関に委託することを全上場会社（信託銀行等

を除く）に求め、上場後に当該委託をしないこととしたときは上

・ 株式事務代行機関の設置には定款変更が

必要となることを踏まえ、所要の経過措置



５ 

場を廃止することとします。 

 

を設けます。 

６．コーポレート・ガバナ

ンスの充実に向けた啓

蒙活動 

・ 上場会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向け、本所は、

上記の制度改正を実施するほか、コーポレート・ガバナンスに関

する啓蒙活動に努めていきます。 

 

 

 

Ⅲ．実施時期（予定） 

平成１７年２月初旬を目途に実施します。 

以 上 


